
Q＆A
よくあるご質問

例年、学生定期健康診断は4月に各キャンパスで実施しています。
詳細は 保健管理センターHP /   健康診断で確認してください。

学生定期健康診断は、学校保健安全法に基づき実施しています。
受診していない場合、就職活動、留学、授業（体育等）、
実習（教育実習等）、奨学金への応募などでの健康状態の確認
や健康診断証明書の発行ができなくなります。

学生定期健康診断期間中に受診できず、今後健康状態の確認や
健康診断証明書が必要になった場合は、在学生であれば大学が
委託している医療機関で受診することが可能です。
（自己負担額：3,000円～）
希望する場合は保健管理センターまたは各キャンパスの保健室
窓口までお越しください。

保健管理センター

新型コロナウイルス感染症、インフルエンザ等の学校保健安全
法に定める学校感染症に罹患した場合には、保健管理センター
のフォームにて報告してください。
学校感染症以外の病気や怪我で授業や試験を欠席した場合は
保健管理センターへの報告は不要ですが、
授業の欠席届の発行や追試験・到達度の確認に相当する学力確
認に係る手続きが必要な場合は、各キャンパスの担当窓口で手
続きをしてください。
詳細は保健管理センターHP /  学校感染症で確認してください。

Q.2 学生定期健康診断は必ず受診する必要がありますか？

Q.1 学生定期健康診断はいつ実施していますか？

期間中に学生定期健康診断を受診できない場合は
どうしたらいいですか？Q.3

病気・怪我で授業や試験を欠席する時はどうすれば
いいですか？Q.4
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